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第１ 章 はじ めに

１ 「 かわさ き 教育プラ ン」 について

• 「 かわさ き 教育プラ ン」 は、 本市教育委員会の取組内容を 記載し た行政の計画である と と も に、 本市の教育がめざすも のを 当事者間

で共有し 、 連携・ 協力の下に取組を 推進する ための指針と し て策定し ている も のです。

• こ れま で、 平成17（ 2005） 年３ 月に策定し た「 かわさ き 教育プラ ン」 （ 平成17 （ 2005） 年度～平成26（ 2014） 年度） が果たし てき

た役割を 継承し つつ、 平成27 （ 2015） 年３ 月に「 第２ 次川崎市教育振興基本計画かわさ き 教育プラ ン」 （ 以下「 第２ 次教育プラ ン」

と いう 。 ） を 策定し 、 「 キャ リ ア在り 方生き 方教育」 の推進を はじ めと し て、 学校教育や社会教育を めぐ る さ ま ざま な課題の解決を

めざし た取組を 推進し てき ま し た（ 詳細は第２ 章） 。

• 令和７ （ 2025） 年度は、 概ね10年間と し ていた対象期間の11年目であり 、 ま た、 「 第３ 期実施計画」 の最終年度にあたる こ と から 、

次期「 かわさ き 教育プラ ン 」 （ 以下「 次期プラ ン 」 と いう 。 ） の策定について検討を行う こ と と し ま し た。

基本理念 「 夢や希望を 抱いて生き がいのある 人生を 送る ための礎を 築く 」
基本目標 「 自主・ 自立／共生・ 協働」

第２ 次教育プラ ンの構成及び計画期間
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２ 策定の趣旨

• 少子化・ 高齢化の進展や、 自然災害の激甚化、 国際情勢の不安定化など 、 現在私たちは、 さ ま ざま な社会的な課題に直面し ている と

同時に、 生成AIなど デジタ ル技術等が絶え間なく 発展する 時代を 生き ていま す。 社会や経済の先行き に対する 不確実性がこ れま でに

なく 高ま る と と も に、 社会の在り 方そのも のが劇的に変わる 可能性が生じ 、 変化の先行き を見通すこ と が一層難し く なっ てき ていま

す。 子ど も たちを はじ め、 こ れから の社会を生き ていく 人たちは、 こ う し た社会の変化に対応し ながら 生き ていく こ と になり ま す。

• 国においては、 令和５ （ 2023） 年に、 2040年以降の社会を 見据えた教育政策における 総括的な基本方針を 「 持続可能な社会の創り 手

の育成」 及び「 日本社会に根差し たウ ェ ルビーイ ングの向上」 と する 「 第４ 期教育振興基本計画」 が閣議決定さ れ、 ま た、 令和６

（ 2024） 年には、 「 令和の日本型学校教育」 を 持続可能な形で継承・ 発展さ せる こ と を 前提と し つつ、 こ れから の時代にふさ わし い

学習指導要領の在り 方についての議論が始ま り ま し た。

• 本市でも 、 今後、 市の人口や児童生徒数の減少が見込ま れる と と も に、 課題を抱える 児童生徒の増加や生涯を 通じ た学びの環境づく

り など 、 教育における さ ま ざま な課題が生じ ていま す。

• こ う し た状況の中で、 「 人生１ ０ ０ 年時代」 を 見据えながら 、 すべての市民一人ひと り が、 多様な人々と 協働し ながら 、 さ ま ざま な

社会的変化を 乗り 越え、 豊かな人生を切り 拓き 、 持続可能な社会の創り 手と なる こ と ができ る よ う 、 資質・ 能力を 育成する 教育が果

たす役割は大き いと 考えま す。

• 以上を 踏ま え、 令和７ （ 2025） 年度に「 かわさ き 教育プラ ン」 を 策定する こ と と し 、 今後、 本考え方に基づき 取組を進めていき ま

す。

第１ 章 はじ めに
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基本政策Ⅰ 人間と し ての在り 方生き 方の軸をつく る

「 キャ リ ア在り 方生き 方教育」 を すべての学校で計画的に推進し 、 すべての子ど も に、 社会で自立し て生き ていく ための資質・ 能力や態

度と と も に、 共生・ 協働の精神を 育みま す。

政策目標

事務事業の構成

第２ 章 第２ 次計画期間における 取組成果と 今後の課題 基本政策Ⅰ

キャ リ ア在り 方生き 方教育推進事業
将来の社会的自立に必要な能力や態度を育む教育を 全校でよ り 効果的に実践

する ため、 啓発資料の配布や研修によ り 、 「 キャ リ ア在り 方生き 方教育」 につ
いての理解を深める と と も に、 指導体制の構築や、 家庭と の連携を図り ま す。
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 子ど も たちが将来に対する 夢や希望を持ち、 将来の社会的自立に必要な能力や態度と と も に、 共生・ 協働の精神を 培う 教育の実践が求

めら れていま す。 本市では、 こ れを 「 キャ リ ア在り 方生き 方教育」 と し て学校教育の重点施策と し て位置づけ、 すべての学校で取り 組

んでき ま し た。

 平成27（ 2015） 年度から 、 「 キャ リ ア在り 方生き 方ノ ート 」 の作成・ 配布を開始する と と も に、 手引き の配布や研修によ り 、 教職員

の「 キャ リ ア在り 方生き 方教育」 への理解を深め、 指導体制を 構築し ま し た。 平成28（ 2016） 年度から は、 市立学校全校で全体計画を

作成し 、 児童生徒の自尊感情や規範意識、 学ぶ意欲、 人と 関わる 力、 多様性を尊重する 態度等を 発達の段階に応じ て計画的・ 系統的に

育む「 キャ リ ア在り 方生き 方教育」 の実践を開始し ま し た。

 令和２ （ 2020） 年度から は、 「 キャ リ ア・ パス ポート 」 を 導入し 、 学校や家庭、 地域における 学習や生活の見通し を立て、 学んだこ と

を 振り 返り ながら 新たな学習や生活への意欲につなげたり 、 将来の生き 方を 考えたり する 活動を 行う 際に活用し てき ま し た。

 令和５ （ 2023） 年度から は、 「 キャ リ ア在り 方生き 方ノ ート 」 にSDGsや市制100周年、 かわさ き パラ ム ーブメ ン ト の内容を 追加し 、

現代的な諸課題に対応する 教育実践を推進し てき ま し た。 さ ら に、 市制100周年記念事業「 学校ｅ ～ね★サミ ッ ト 」 を「 キャ リ ア在り 方

生き 方教育」 に位置づけ、 全校で取り 組むこ と によ っ て、 「 心のよ り ど こ ろと し てのふる さ と 川崎への愛着を も ち、 将来の川崎の担い

手と なる 人材」 の育成に係る 教育の充実を 進めてき ま し た。

第２ 章 第２ 次計画期間における 取組成果と 今後の課題

第２ 次計画期間の主な取組成果

基本政策Ⅰ
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H26 H29 R3 R6

川崎市 85.1% 83.9% 77.3% 80.3%

全国 86.7% 85.9% 80.3% 82.4%

72.0%

74.0%

76.0%

78.0%

80.0%

82.0%

84.0%

86.0%

88.0%

川崎市 全国

H26 H29 R3 R6

川崎市 69.7% 68.4% 65.2% 66.3%

全国 71.4% 70.5% 68.6% 66.3%

62.0%

64.0%

66.0%

68.0%

70.0%

72.0%

川崎市 全国

 全市立学校において「 キャ リ ア在り 方生き 方教育」 の全体計画を 作成し 、 各学校の特色を 活かし た教育活動の充実を 推進し てき た一方

で、 全国学力・ 学習状況調査における 児童生徒の将来に関する 意識に対する 質問への肯定的回答割合が、 全国平均を下回っている 状況で

あり （ 図１ 、 図２ ） 、 引き 続き 取組を推進し ていく 必要があり ま す。

 SNSの普及や感染症拡大の影響によ る 生活の変化で生じ た、 コ ミ ュ ニケーショ ン の変化や機会の減少と いっ た課題に対応する 必要があ

る こ と から 、 人権意識やコ ミ ュ ニケーショ ン能力、 援助希求能力の育成など 、 社会的自立に向けて必要な資質・ 能力を再整理し て、 体

系的に示すこ と が求めら れていま す。

 子ど も たちが社会的自立に必要な資質・ 能力を 身につける ために、 自ら 学習を調整し 、 社会と つながり ながら 主体的に学ぶこ と が求め

ら れていま す。 そのためには、 情報活用能力の向上と それによ る 探究的な学びの充実を 図る と と も に、 それら と 「 キャ リ ア・ パス ポー

ト 」 の活用や「 かわさ き 共生＊共育プロ グラ ム」 によ る 豊かな人間関係づく り 等を 一体的に実施し ていく こ と が必要と なり ま す。

今後の課題

図１ 「 将来の夢や目標を持っていま すか」 と いう 質問で「 当てはま る 」 、
「 どちら かと いえば当てはま る 」 と 回答し た割合（ 小学６ 年生）

※出典： 文部科学省「 全国学力・ 学習状況調査」 をも と に作成 ※出典： 文部科学省「 全国学力・ 学習状況調査」 をも と に作成

図２ 「 将来の夢や目標を 持っていま すか」 と いう 質問で「 当てはま る 」 、
「 ど ちら かと いえば当てはま る 」 と 回答し た割合（ 中学３ 年生）

第２ 章 第２ 次計画期間における 取組成果と 今後の課題 基本政策Ⅰ
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基本政策Ⅱ 学ぶ意欲を育て、 「 生き る 力」 を伸ばす

子ど も たちの学ぶ意欲を 高め、 「 確かな学力」 「 豊かな心」 「 すこ やかな心身」 をバラ ン ス よ く 育み、 将来の予測が難し い社会を生き 抜

く ために必要な「 生き る 力」 を 確実に身につける こ と を めざし ま す。

政策目標

事務事業の構成

第２ 章 第２ 次計画期間における 取組成果と 今後の課題 基本政策Ⅱ

学力調査・ 授業改善研究事業
子ども たちの資質・ 能力の定着状況を把握する ために調査・ 研究を行い、 その

結果を活用し て、 子ど も たちが「 分かる 」 を 実感でき る 授業づく り を 推進し ま
す。

き め細かな指導推進事業
習熟の程度に応じ た、 き め細かな指導の充実のために、 よ り 有効な指導形態や

指導方法について研究実践を進めま す。

英語教育推進事業
外国人と 直接コ ミ ュ ニケーショ ン を図る 機会を増やし 、 異文化を受容する 態度

を育成する ため、 研修の充実によ り 教員の指導力の向上を図る と と も に、 外国語
指導助手（ ALT） を活用する 等、 英語教育を推進し ま す。

理科教育推進事業
理科支援員の配置や中核的理科教員（ CST） の養成など によ り 、 若い教員の授

業力向上や観察・ 実験の機会の充実を図り 、 子ど も たちが興味・ 関心を持っ て主
体的に学習に取り 組める 魅力ある 理科教育を推進し ま す。 ま た、 企業や研究機
関、 大学と 連携し て、 技術者、 研究者によ る 派遣授業など の実施を支援し ま す。

学校教育活動支援事業
教育活動サポータ ーを配置する こ と によ り 、 学校のき め細かな指導を 支援し ま

す。 ま た、 自然教室の実施等によ り 、 豊かな情操を養いま す。

道徳教育推進事業
児童生徒が、 生命を大切にする 心や他者と 協調し 他人を思いやる 心、 善悪の判

断など の規範意識等の道徳性を養う こ と ができ る よ う 、 「 特別の教科道徳」 を要
と し て、 学校教育全体を通じ て行う 道徳教育の充実を 図り ま す。

読書のま ち・ かわさ き 推進事業
子ども から 大人ま でが読書に親し める よ う 、 様々な読書活動を 推進する ため、

学校司書の配置によ る 読書環境の整備など 、 「 読書のま ち・ かわさ き 子ど も 読書
活動推進計画」 に基づく 取組を推進し ま す。

子ど も の音楽活動推進事業
音楽のすばら し さ を味わい、 体験する こ と を通し て、 子ど も たちの豊かな感性

を育み、 生涯を通じ て音楽を愛好する 心情を育てら れる よ う 、 本格的なオーケス
ト ラ 鑑賞や、 市内の貴重な音楽資源を活用し た音楽の体験活動を 推進し ま す。
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事務事業の構成

第２ 章 第２ 次計画期間における 取組成果と 今後の課題 基本政策Ⅱ

人権尊重教育推進事業
「 子ど も の権利に関する 条例」 や「 差別のない人権尊重のま ちづく り 条例」 に

基づき 、 子ど も たちの人権感覚や人権意識の育成、 教職員の指導力の向上に向け
た取組を 推進し ま す。

多文化共生教育推進事業
子ども たちの異文化理解と 相互尊重をめざし た学習を 推進し ま す。 ま た、 多文

化共生と 多様性を 尊重し た意識と 態度の育成を推進し ま す。

子ど も の体力向上推進事業
児童生徒の健全な心身の育成をめざし 、 地域ス ポーツ 人材を活用し ながら 学校

体育活動を充実する など 、 児童生徒の体力向上につながる 取組を 進めま す。

健康教育推進事業
健やかな学校生活を送る ため、 健康診断や健康管理の実施、 学校医等の配置を

行いま す。 ま た、 望ま し い生活習慣の確立、 心の健康保持、 喫煙・ 飲酒・ 薬物乱
用防止等、 健康教育の充実を図り ま す。

健康給食推進事業
児童生徒の健全な身体の発達に資する ために、 安全で安心な学校給食の提供を

効率的に行う と と も に、 小中９ 年間にわたる 一貫し た食育を 推進し ま す。

教育の情報化推進事業
「 川崎市立学校における 教育の情報化推進計画」 に基づき 、 ICT機器整備や学

校業務の効率化に向けた取組を推進し ま す。

かわさ き GIGAス ク ール構想推進事業
「 かわさ き G I G A ス ク ール構想」 に基づき 、 全ての子ど も たちの可能性を引

き 出す個別最適な学びと 協働的な学びの実現に向けて、 児童生徒の情報活用能力
の育成、 教員の指導力の向上、 ス タ ディ ・ ロ グの効果的な活用等の取組を推進し
ま す。

魅力ある 高校教育の推進事業
「 市立高等学校改革推進計画」 に基づき 、 生徒・ 保護者・ 市民のニーズに応じ

た魅力ある 高校づく り を進める と と も に、 川崎高等学校及び附属中学校における
中高一貫教育や、 定時制課程の生徒の自立支援の推進を図り ま す。
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 変化の激し いこ れから の社会を 生き る 子ど も たちが、 誰も が自分ら し く 生き 、 共に支え合う 未来をつく り 出し ていく ために必要な資

質・ 能力を 確実に育む学校教育の実現に向けて、 社会において自立的に生き る ために必要な「 生き る 力」 と は何か、 ど のよ う に学ぶか

を 学校と 保護者・ 地域を含めた幅広い主体と 共有し ながら 、 「 確かな学力」 「 豊かな心」 「 すこ やかな心身」 を育ててき ま し た。

 令和２ （ 2020） 年度から 始ま っ た現行学習指導要領を 踏ま え、 「 主体的・ 対話的で深い学び」 の実践をめざし た授業改善を進め、 児童

生徒が主体的に学習活動に取り 組み、 基礎的な知識・ 技能と 思考力・ 判断力・ 表現力等が確実に身につけら れる よ う 取り 組んでき ま し

た。 ま た、 令和５ （ 2023） 年度から は、 市学習状況調査の対象者を市立小・ 中学校及び市立聾学校の６ 学年（ 小学４ 年生～中学３ 年

生） に拡充し 、 そのデータ を活用する こ と で、 教育活動の質を 向上さ せ、 学習効果の最大化を図る カリ キュ ラ ム ・ マネジメ ント の改

善・ 充実に役立てま し た。

 さ ま ざま な読書活動を 推進する ため、 令和６ （ 2024） 年度ま でに全小学校に学校司書を 配置する など 、 学校図書館の充実を図り 、 子ど

も が読書に親し める 環境を 整備し ま し た。

 安全・ 安心で温かい中学校完全給食の早期実施に向けて市内３ か所に学校給食センタ ーを 整備し 、 平成29（ 2017） 年度中にすべての中

学校で完全給食を 実施し 、 川崎ら し い特色ある 「 健康給食」 を 推進し てき ま し た。 ま た、 小中９ 年間を 通じ た食育を 通じ て「 食」 に対

する 正し い知識と 望ま し い食習慣を 身につけ、 生涯健康な生活を 送る ための基礎を 育んでき ま し た。

 令和２ （ 2020） 年度中に整備し た義務教育段階の児童生徒向けの１ 人１ 台端末と 、 高速大容量の通信ネッ ト ワ ーク 環境（ 校内無線

LAN） について、 令和３ （ 2021） 年度から 授業等に活用し 、 段階的に指導内容の充実を 図り ながら 、 児童生徒のICTス キルや情報モラ

ル等の向上、 各教科等での「 主体的・ 対話的で深い学び」 の実現など 、 「 かわさ き GIGAス ク ール構想」 の推進に取り 組んでき ま し た。

 市立高等学校において、 社会状況等の変化に柔軟に応える と と も に、 教育内容の充実や開かれた学校づく り 等を 着実に推進する ため、

令和２ （ 2020） 年２ 月に「 市立高等学校改革推進計画 第２ 次計画」 を 策定し 、 計画に基づき ながら 魅力ある 市立高等学校づく り に

向けた取組を 推進し てき ま し た。

第２ 章 第２ 次計画期間における 取組成果と 今後の課題

第２ 次計画期間の主な取組成果

基本政策Ⅱ
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 こ れま での取組によ っ て、 「 全国学力・ 学習状況調査」 における 「 思考・ 判断・ 表現」 の観点の平均正答率は、 全国平均を 上回っ てい

ま すが（ 図３ ） 、 変化が激し く 将来の予測が困難な時代を 自ら の力で生き 抜いていく ために必要な資質・ 能力を 身につける には、 今後

も 子ど も たちが主体的に「 自分（ たち） で考え、 解決し ていく 学び」 に取り 組む必要があり ま す。

 時代の変化に伴い、 児童生徒の学習方法は多様化し ており （ 図４ ） 、 ICTも 活用し た個別最適な学びの充実を 図る ために、 児童生徒一

人ひと り の学習状況に応じ た学び方の推進や少人数での学習など 指導体制の推進が求めら れていま す。 市学習状況調査結果のデータ 分

析や活用方法を 周知する こ と によ り 、 市全体のき め細かな指導の充実を図っ ていく 必要があり ま す。

 多様な子ど も たち一人ひと り の個性や置かれている 状況に最適な学びを可能にし ていく こ と が重要であり 、 すべての子ど も たちの力を

最大限に引き 出すこ と に資する よ う 、 教育データ の効果的な利活用を 促進する こ と が求めら れていま す。 本市においても 「 かわさ き Ｇ

Ｉ Ｇ Ａ ス ク ール構想」 の推進と と も に、 教育データ を利活用し ながら 、 一人ひと り の理解度等に合わせた学習改善やエビデンス ベース に

よ る 教員の指導改善に向けた取組を進めていく 必要があり ま す。

今後の課題

図４ 「 生徒が自分の特性や理解度・ 進度に合わせて課題に取り 組む場面で
は、 生徒一人一人に配備さ れたPC・ タ ブレ ッ ト など のICT機器をど の程度使
用さ せていま すか」 と いう 質問で「 ほぼ毎日」 、 「 週３ 回以上」 と 回答し た
割合

第２ 章 第２ 次計画期間における 取組成果と 今後の課題 基本政策Ⅱ
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図３ 「 思考・ 判断・ 表現」 の観点の平均正答率（ 令和６ 年度）

※出典： 文部科学省「 全国学力・ 学習状況調査」 （ 令和６ （ 2024） 年度実施）
をも と に作成

※出典： 文部科学省「 全国学力・ 学習状況調査」 をも と に作成
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 本市では、 全国に先駆けて「 川崎市子ど も の権利に関する 条例」 を 制定し 、 人権尊重教育をすべての教育活動の基盤と し て位置づけ、

子ど も たちの人権感覚や人権意識の育成、 教職員の指導力向上に取り 組んでき ま し たが、 今後も 推進し ていく 必要があり ま す。

 学校教育の一環と し て行われる 部活動は、 生徒同士や教員と 生徒等と の人間関係の構築を 図っ たり 、 生徒自身が活動を通し て自己肯定

感を 高めたり する など 、 その教育的意義が高いも のである 一方で、 生徒のバラ ン ス のと れた生活や成長 、 教職員のワ ーク ・ ラ イ フ ・ バ

ラ ンス 等に配慮する こ と を 求めら れており 、 今後の部活動の在り 方について検討を 進める 必要があり ま す。 ま た、 「 全国体力・ 運動能

力、 運動習慣等調査」 における 本市の体力合計点は、 全国平均を下回っている こ と から （ 図５ ） 、 児童生徒の体力向上に向けた取組の推

進が引き 続き 求めら れていま す。

 児童生徒のすこ やかな体の育成のため、 引き 続き 「 健康給食」 を 推進する と と も に、 学校給食を 活用し た小中９ 年間にわたる 体系的・

計画的な食育を 推進する 必要があり ま す。 ま た、 今後も 安全・ 安心で美味し い学校給食を 安定的に提供でき る よ う 、 給食物資調達のよ

り 効果的な手法や、 保護者や子ど も たちのニーズを 踏ま えた学校給食の充実等について検討を 進める 必要があり ま す。

 魅力ある 高等学校教育の推進に向けて、 少子化の進行（ 図６ ） への対応や生徒のニーズを 踏ま えた課程や学科の在り 方など 、 各市立高

等学校において社会状況の変化やニーズに対応し た教育を 進める 必要があり ま す。

今後の課題

図５ 体力合計点の全国と の比較（ 令和６ 年度）
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図６ 神奈川県内における 中学校卒業者の動向

※出典： 「 令和６ （ 2024） 年度第２ 回神奈川県公私立高等学校協議会資料」 を
も と に作成

※出典： 文部科学省「 令和６ 年度全国体力・ 運動能力、 運動習慣等調査」 を
も と に作成
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基本政策Ⅲ 一人ひと り の教育的ニーズに対応する

障害の有無や生ま れ育っ た環境に関わら ず、 すべての子ど も が大切にさ れ、 いき いき と 個性を 発揮でき る よ う 、 一人ひと り の教育的ニー

ズに適切に対応し ていく 教育（ 支援教育） を 学校教育全体で推進し ま す。

政策目標

事務事業の構成

第２ 章 第２ 次計画期間における 取組成果と 今後の課題 基本政策Ⅲ

特別支援教育推進事業
「 第2期特別支援教育推進計画」 に基づき 、 共生社会の形成をめざし た支援教

育の推進や、 教育的ニーズに応じ た多様な学びの場の整備、 小・ 中・ 高等学校に
おける 支援体制の構築、 教職員の専門性の向上等を 図り ま す。

共生・ 共育推進事業
豊かな人間関係を育む「 かわさ き 共生＊共育プロ グラ ム」 を実践し 、 いじ め・

不登校の未然防止等を図り ま す。 ま た、 プロ グラ ム の「 効果測定＊」 の活用によ
り 、 子ど も への理解を深め、 児童生徒指導の充実を 図り ま す。

児童生徒支援・ 相談事業
不登校やいじ めの問題への対応と と も に、 子ど も たちの豊かな心を 育むため、

支援教育コ ーディ ネータ ーやス ク ールカウ ン セラ ー等を 配置し 、 活用を 図り ま す。
ま た、 子ど も が置かれている 環境の調整を 行う ス ク ールソ ーシャ ルワ ーカーを各
区に配置し 、 関係機関と の連携によ り 児童生徒の抱える 課題の解決を支援し ま す。

教育機会確保推進事業
不登校の児童生徒の居場所と し て「 ゆう ゆう 広場」 を運営し 、 き め細かな相談

活動を 通し て、 状況の改善を図り 、 社会的自立につなげる と と も に、 中学校夜間
学級の運営を行い、 教育の機会確保を図り ま す。

海外帰国・ 外国人児童生徒相談・ 支援事業
学校と 関係機関が連携し て、 日本語でのコ ミ ュ ニケーショ ンに不安がある 児童

生徒等の相談・ 支援体制の整備を進めま す。 ま た、 日本語指導初期支援員を配置
する と と も に、 特別の教育課程によ る 日本語指導体制の充実を 図り ま す。

就学等支援事業
就学援助費や特別支援教育就学奨励費、 高等学校奨学金など 、 経済的支援を行

う と と も に、 法令等に基づく 、 就学事務を 適正に執行し ま す。
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 本市では、 共生社会の形成に向け、 「 イ ンク ルーシブ教育シス テム」 の構築に取り 組み、 特別支援教育の更なる 充実を図る と と も に、

教育的ニーズのある すべての児童生徒を 対象と し て支援教育を 推進し てき ま し た。

 障害のある 児童生徒の増加に対応し て、 さ ま ざま な支援ス タ ッ フ の配置や教育環境の整備など を 行い、 一人ひと り の教育的ニーズに応

じ たき め細かな支援を 行っ てき ま し た。 医療的ケアについては、 田島支援学校を本市の医療的ケアの拠点校と 位置づけ、 地域の小・ 中学

校等と と も に看護師を配置し 、 児童生徒の状況に応じ た支援を 進めてき ま し た。 ま た、 小・ 中学校に通う 比較的軽度の障害のある 児童

生徒に対し て支援を 行う 通級指導教室についても 、 令和４ （ 2022） 年度から 、 小学生を 対象に巡回によ る 指導を 開始し 、 こ れま で支援

を 受ける こ と ができ なかっ た児童を 支援につなげま し た。 さ ら に、 増加する 障害のある 児童生徒の受入れに向けて、 計画的に施設整備

に取り 組んでき ま し た。

 幅広い教育的ニーズに対応する ため、 「 チーム学校」 によ る 支援体制を 構築し ており 、 校内支援の中心的な役割を 担う 支援教育コ ー

ディ ネータ ーについては、 平成29（ 2017） 年度にはすべての小学校において、 令和４ （ 2022） 年度にはすべての中学校において配置し 、

各学校における 包括的な児童生徒の支援体制を 整備し ま し た。 ま た、 ス ク ールカウ ンセラ ーについては、 段階的に増員する と と も に、

令和５ （ 2023） 年度から 小学校及び特別支援学校において要請派遣から 定期派遣に切り 替える など 、 専門的相談支援の充実を 進めてき

ま し た。 さ ら に、 ス ク ールソ ーシャ ルワ ーカーについては、 全区複数名配置と し て、 関係機関等と 連携し た支援を 進めてき ま し た。

 令和６ （ 2024） 年７ 月、 不登校児童生徒数が増加し ている 現状等を 踏ま え、 こ れま での不登校対策の取組を 改めて見直し 、 関係する 市

長 事務部局や関係機関等と も 連携を 図り ながら 取組を 進める ため、 「 不登校対策の充実に向けた指針」 を策定し 、 不登校児童生徒の一

人ひと り の思いを 大事にし ながら 、 社会的自立を 後押し する こ と ができ る よ う 、 本市の不登校対策を 総合的に推進し てき ま し た。

 すべての学校で「 かわさ き 共生＊共育プロ グラ ム」 を 実施し 、 子ど も たちの社会性や豊かな人間関係づく り 、 人間関係によ る ト ラ ブル

の未然防止を 進める と も に、 平成26（ 2014） 年度に策定し た「 川崎市いじ め防止基本方針」 に基づき 各学校が方針を 定め、 教職員がき

め細かく 子ど も たちの活動の場に目を向け、 いじ め・ 不登校の早期発見、 初期対応を 図っ てき ま し た。

第２ 章 第２ 次計画期間における 取組成果と 今後の課題

第２ 次計画期間の主な取組成果

基本政策Ⅲ
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 本市では、 障害のある 児童生徒の増加や多様化が進んでいま す。 特に、 小・ 中学校の特別支援学級では、 在籍者が急増し ており 、 こ の

10年間で約1.8倍と なっ ていま す（ P67参照） 。 ま た、 特別支援学校における 施設の分散化等によ る 学校運営上の課題や、 高等学校を含

む通常の学級でのさ ま ざま な教育的ニーズのある 児童生徒への対応など 、 新たな課題への対応が求めら れていま す。 今後も 「 イ ン ク

ルーシブ教育シス テム」 の構築に取り 組み、 障害のある 児童生徒一人ひと り の自立や社会参加に向けた取組を推進する 必要があり ま す。

 近年、 小・ 中学校と も に不登校児童生徒数が増加し ており 、 令和５ （ 2023） 年度の不登校児童生徒数は、 小学校では 1,435人、 中学校

では1,826人 と なり 、 と も に過去最多と なっていま す（ 図７ ） 。 不登校の要因や背景が多様化・ 複雑化し ている 中、 不登校児童生徒一

人ひと り の思いを 大事にし ながら 、 社会的自立を 後押し する ためには、 それぞれに合っ た場所等を選択でき る 環境を 整える こ と が必要

であり 、 健やかに育つこ と ができ る 居場所づく り など 、 市長 事務部局や関係機関等と 連携を図り ながら 、 総合的な不登校対策の取組を

進める 必要があり ま す。

 こ の10年間のいじ めの認知件数は、 小学校では増加、 中学校では横ばい傾向と なっ ていま す（ 図８ ） 。 いじ めに対し ては、 全教職員

が、 ど こ の学校や集団、 ど の児童生徒にも 起こ り う る 問題である 認識を深め、 「 いじ めを 許さ ない」 姿勢を 示し 、 いじ めの起き にく い

学校の風土づく り に努める と と も に、 未然防止や早期発見及び迅速かつ適切な対応が組織的にでき る 学校の体制づく り への支援を 進め

る 必要があり ま す。

今後の課題

図７ 川崎市立小・ 中学校における 不登校児童生徒数の推移
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図８ 川崎市立小・ 中学校における いじ めの認知件数の推移

※出典： 川崎教育委員会「 川崎市立小・ 中学校における 児童生徒の問題行動・
不登校等の調査」

※出典： 川崎教育委員会「 川崎市立小・ 中学校における 児童生徒の問題行動・
不登校等の調査」

（ 人）（ 人）

第２ 章 第２ 次計画期間における 取組成果と 今後の課題 基本政策Ⅲ
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基本政策Ⅳ 良好な教育環境を整備する

ス ク ールガード ・ リ ーダーや地域交通安全員の配置によ る 子ど も たちの見守り や、 防災教育を 通じ た自分の身を 守る 教育の推進など 、 安

全教育の推進を 図り ま す。

「 学校施設長 期保全計画」 に基づく 改修工事や、 エレ ベータ の設置など バリ アフ リ ー化の取組を 進め、 よ り 多く の学校の教育環境を 早期

に改善し 、 安全・ 安心で快適な教育環境を 整備し ま す。

政策目標

事務事業の構成

第２ 章 第２ 次計画期間における 取組成果と 今後の課題 基本政策Ⅳ

学校安全推進事業
ス ク ールガード ・ リ ーダーや地域交通安全員を配置し 、 登下校時の交通事故

等、 地域における 様々な危険から 子ど も たちを守る 取組を推進し ま す。 ま た、 学
校防災教育研究推進校によ る 先進的な研究の推進や成果の共有等によ り 、 各学校
の防災力の向上を 図る と と も に、 子ど も たちの防災意識を高めま す。

学校施設長 期保全計画推進事業
既存学校施設の改修（ 再生整備・ 予防保全） によ り 、 老朽化対策、 教育環境の

質的向上、 環境対策を計画的に実施し 、 よ り 多く の学校の教育環境を 早期かつ効
率的に改善する と と も に、 長 寿命化を推進し ま す。

学校施設環境改善事業
教育環境の向上を めざし 、 ト イ レ の快適化やバリ アフ リ ー化、 普通教室の空調

設備の更新等を進めま す。 ま た、 地域の防災力の向上に向け、 非構造部材の耐震
化など 、 学校施設の防災機能の強化を図り ま す。

学校施設維持管理事業
学校施設・ 設備の保守・ 点検や維持管理、 補修など を 計画的に実施し ま す。

児童生徒数・ 学級数増加対策事業
児童生徒数の増加や義務標準法改正（ 35人学級の段階的な実施） に的確に対応

する ため、 各学校の児童生徒数の将来推計値に基づき 、 教室の転用、 校舎の増改
築、 新校設置、 通学区域の見直し 等の適切な対応を図り 、 良好な教育環境の維持
に努めま す。
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 子ど も たちが安全・ 安心で快適な環境の中で生き 生き と 学び、 活動でき る よ う 、 子ど も が自身の身を 守る ための能力を身につける 安全

教育を 推進する と と も に、 学校内や通学路の環境整備に努め、 児童生徒の安全を 確保する 取組を 進めてき ま し た。 ま た、 良好な教育環

境の確保に向けた取組を推進し てき ま し た。

 学校施設の教育環境の改善と と も に、 長 寿命化の推進によ る 財政支出の縮減と 平準化を 図る こ と を目的と し て、 平成26（ 2014） 年３

月に「 学校施設長 期保全計画」 を 策定し 、 計画的に施設整備を 進めており 、 令和７ （ 2025） 年３ 月末時点で、 校舎56校、 体育館79校

の予防保全及び再生整備を 行いま し た。

 子ど も たちの健康面と 関連性が高く 、 児童生徒や保護者等から のニーズも 高いト イ レ 快適化については、 優先し て整備を 進め、 令和４

（ 2022） 年度ま でに全校完了し ま し た。 ま た、 障害のある 児童生徒等も 安心し て学習・ 生活する こ と ができ る 教育環境の整備と し て、

令和６ （ 2024） 年度末ま でに171校でエレ ベータ 設置を行いま し た。

 児童生徒数の推計等を 踏ま え、 35人学級への対応や開発動向等に伴う 地域ごと に必要な対応策を 検討し 、 必要に応じ て計画的に増改築

等を 実施し ま し た。 ま た、 小杉駅周辺地区及び新川崎地区の大規模な集合住宅の開発に伴う 児童数の増加に対応する ため、 令和元

（ 2019） 年度には小杉小学校、 令和７ （ 2025） 年度には新小倉小学校をそれぞれ開校し 、 良好な教育環境の維持を図り ま し た。

 通学路の危険か所を 点検し 、 改善が必要な場所については関係機関と 連携し ながら 安全対策を 進めたほか、 ス ク ールガード ・ リ ーダー

（ 25名） や地域交通安全員（ 99か所） を 配置し 、 登下校時の交通事故など 地域における さ ま ざま な危険から 子ど も たちを 守る 取組を 推

進し てき ま し た。 ま た、 毎年７ 校の学校防災教育研究推進校を 指定し 、 取組事例の共有等によ る 学校の防災力の向上を図り ま し た。

第２ 章 第２ 次計画期間における 取組成果と 今後の課題

第２ 次計画期間の主な取組成果

基本政策Ⅳ
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